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甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例等の一部を改正する条例 

（甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部改正） 

第１条 甲府市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例（平成３１年３月条例第６号。附則において「指定障害福祉サー

ビス基準条例」という。）の一部を次のように改正する。 

 目次中 

「第１６章 振興山村その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関 

する基準（第２５９条～第２６３条）                」 

「第１６章 振興山村その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関  

する基準（第２５９条～第２６３条） 

第１７章 雑則（第２６４条）                   」 

改める。 

第２６３条第１項中「第２６３条第１項」と」の次に「、第９５条第２号中

「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等

給付費」と」を加え、本則に次の１章を加える。 

  第１７章 雑則 

を 

に 



 （電磁的記録等） 

第２６４条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他

これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第１２条第１

項（第４５条第１項及び第２項、第４８条、第５３条第１項及び第２項、第

１００条、第１０４条、第１３５条、第１４３条、第１４６条、第１５８条、

第１６１条、第１７６条、第１９０条、第１９５条、第１９９条、第２１０

条、第２１８条並びに第２６３条第１項において準用する場合を含む。）、第

１６条（第４５条第１項及び第２項、第４８条、第５３条第１項及び第２項、

第８２条、第１００条、第１０４条、第１１９条、第１２２条、第１３５条、

第１４３条、第１４６条、第１５８条、第１６１条、第１７６条、第１９０

条、第１９５条、第１９９条、第２１０条、第２１８条、第２３５条、第

２４５条、第２５６条並びに第２６３条第１項において準用する場合を含

む。）、第５８条第１項、第１１３条第１項（第１２２条において準用する場

合を含む。）、第２２４条第１項（第２４５条及び第２５６条において準用す

る場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結そ

の他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の規定

において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には

当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することがで

きない方法をいう。）によることができる。 

（甲府市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正） 



第２条 甲府市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成３１年３月条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「 第３節 運営に関する基準（第１０条～第６０条）」を 

「 第３節 運営に関する基準（第１０条～第６０条） 

第３章 雑則（第６１条）            」 

本則に次の１章を加える。 

  第３章 雑則 

  （電磁的記録等） 

第６１条 指定障害者支援施設等及びその従業者は、作成、保存その他これらに

類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することが

できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第１１条第１項、第

１５条及び次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書

面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定障害者支援施設等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに

類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の規定において書面

で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相

手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に

係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電

子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法を

いう。）によることができる。 

（甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第３条 甲府市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成３１年３月条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第９章 多機能型に関する特例（第９２条～第９４条）」を 

 

に改める。 



「第９章 多機能型に関する特例（第９２条～第９４条） 

第１０章 雑則（第９５条）            」 

本則に次の１章を加える。 

  第１０章 雑則 

  （電磁的記録等） 

第９５条 障害福祉サービス事業者及びその職員は、作成、保存その他これらに

類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することが

できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（次項に規定するもの

を除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

２ 障害福祉サービス事業者及びその職員は、交付、説明、同意、締結その他こ

れらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の規定におい

て書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付

等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利

用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方

法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない

方法をいう。）によることができる。 

（甲府市地域活動支援センターに関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 甲府市地域活動支援センターに関する基準を定める条例（平成３０年１２

月条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

本則に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第２１条 地域活動支援センター及びその職員は、記録、保存その他これらに類

するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）

に改める。 



で行うことが規定されている又は想定されるもの（次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によ

り行うことができる。 

２ 地域活動支援センター及びその職員は、説明、同意その他これらに類するも

の（以下「説明等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行うこ

とが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承

諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害

の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をい

う。）によることができる。 

（甲府市福祉ホームに関する基準を定める条例の一部改正） 

第５条 甲府市福祉ホームに関する基準を定める条例（平成３０年１２月条例第

５３号）の一部を次のように改正する。 

本則に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第１９条 福祉ホーム及びその職員は、記録、保存その他これらに類するものの

うち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されている又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）につい

ては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うこと

ができる。 

２ 福祉ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの（以下

「説明等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定

されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得

て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性



に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気

的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）による

ことができる。 

（甲府市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第６条 甲府市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

３０年１２月条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第２章 設備及び運営に関する基準（第５条～第４７条）」を 

「第２章 設備及び運営に関する基準（第５条～第４７条） 

第３章 雑則（第４８条）              」 

本則に次の１章を加える。 

  第３章 雑則 

  （電磁的記録等） 

第４８条 障害者支援施設及びその職員は、作成、保存その他これらに類するも

ののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行う

ことが規定されている又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）に

ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で

あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行う

ことができる。 

２ 障害者支援施設及びその職員は、交付、説明、同意その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行うこ

とが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承

諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害

の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をい

う。）によることができる。 

（甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正） 

に改める。 



第７条 甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（令和元年６月条例第３号。附則において「指定通所支援基準条例」とい

う。）の一部を次のように改正する。 

目次中「第７章 多機能型事業所に関する特例（第１０４条～第１０６条）」を 

「第７章 多機能型事業所に関する特例（第１０４条～第１０６条） 

第８章 雑則（第１０７条）                 」 

第７条第５項中「第２項」を「前２項」に改める。 

第８条第７項中「第１項第２号ア及び第４項第１号」を「第１項第２号ア、第

４項第１号及び次項」に改める。 

第８０条第５項中「第２項」を「前２項」に改める。 

第１０４条第１項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同

条第２項中」を「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条

第２項中」に改め、本則に次の１章を加える。 

  第８章 雑則 

  （電磁的記録等） 

第１０７条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他

これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第１５条第１

項（第６０条、第６４条、第７８条、第８５条、第８６条、第９０条、第９８

条及び第１０３条において準用する場合を含む。）、第１９条（第６０条、第

６４条、第７８条、第８５条、第８６条、第９０条、第９８条及び第１０３条

において準用する場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）について

は、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことがで

きる。 

２ 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他こ

れらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の規定におい

に改める。 



て書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付

等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護

者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害

の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をい

う。）によることができる。 

（甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第８条 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０

年１２月条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第４２条」を「第４１条の２・第４２条」に改める。 

第５章中第４２条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録） 

 第４１条の２ 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類する 

もののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行

うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該

書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

第４２条に見出しとして「（委任）」を付する。 

（甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第９条 甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２６年９月条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第４９条」を「第４８条の２・第４９条」に改める。 

第６章中第４９条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録） 

第４８条の２ 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに

類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、



抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することが

できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代

えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

附 則 

 この条例は、令和３年７月１日から施行する。ただし、第１条中指定障害福祉 

サービス基準条例第２６３条第１項の改正規定並びに第７条中指定通所支援基準条

例第７条第５項、第８条第７項、第８０条第５項及び第１０４条第１項の改正規定

は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

提案理由 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所

要の改正を行うについては、この条例を制定する必要がある。これが、この条例案

を提出する理由である。 

 


